
一

災
害
対
策
基
本
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案

修
正
案
対
照
表

○

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）

修

正

後

修

正

前

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

災
害

暴
風
、
竜
巻
、
豪
雨
、
豪
雪
、
洪
水
、
高
潮
、
地
震
、
津
波
、

噴
火
そ
の
他
の
異
常
な
自
然
現
象
又
は
大
規
模
な
火
事
若
し
く
は
爆
発
そ

の
他
そ
の
及
ぼ
す
被
害
の
程
度
に
お
い
て
こ
れ
ら
に
類
す
る
政
令
で
定
め

る
原
因
に
よ
り
生
ず
る
被
害
を
い
う
。

二
～
十

〔
略
〕

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

災
害

暴
風
、
豪
雨
、
豪
雪
、
洪
水
、
高
潮
、
地
震
、
津
波
、
噴
火
そ

の
他
の
異
常
な
自
然
現
象
又
は
大
規
模
な
火
事
若
し
く
は
爆
発
そ
の
他
そ

の
及
ぼ
す
被
害
の
程
度
に
お
い
て
こ
れ
ら
に
類
す
る
政
令
で
定
め
る
原
因

に
よ
り
生
ず
る
被
害
を
い
う
。

二
～
十

〔
略
〕



二

○

災
害
対
策
基
本
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第

号
）

修

正

後

修

正

前

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
六
条

の
規
定
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第

号
）
の
公
布
の
日
又
は
こ
の
法
律
の
公
布
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
検
討
）

第
二
条

政
府
は
、
東
日
本
大
震
災
（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し

た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
及
び
こ
れ
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ

る
災
害
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
得
ら
れ
た
教
訓
を
今

後
に
生
か
す
た
め
、
東
日
本
大
震
災
に
対
し
て
と
ら
れ
た
措
置
の
実
施
の
状

況
を
引
き
続
き
検
証
し
、
防
災
上
の
配
慮
を
要
す
る
者
に
係
る
個
人
情
報
の

取
扱
い
の
在
り
方
、
災
害
か
ら
の
復
興
の
枠
組
み
等
を
含
め
、
防
災
に
関
す

る
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
所
要
の
法
改
正
を
含
む
全
般
的
な
検
討
を
加

え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
速
や
か
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す

る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
六
条

の
規
定
は
、
原
子
力
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
組
織
及
び
制
度
を
改
革
す
る

た
め
の
環
境
省
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律

第

号
）
の
公
布
の
日
又
は
こ
の
法
律
の
公
布
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い

日
か
ら
施
行
す
る
。

（
検
討
）

第
二
条

政
府
は
、
東
日
本
大
震
災
（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し

た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
及
び
こ
れ
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ

る
災
害
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
得
ら
れ
た
教
訓
を
今

後
に
生
か
す
た
め
、
東
日
本
大
震
災
に
対
し
て
と
ら
れ
た
措
置
の
実
施
の
状

況
を
引
き
続
き
検
証
し
、
防
災
に
関
す
る
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
所
要
の

法
改
正
を
含
む
全
般
的
な
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
速
や
か

に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。



三

（
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
五
条

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
第
九
項
中
「
第
二
十
条
第
五
項
」
を
「
第
二
十
条
第
六
項
」
に
、

「
第
二
十
条
第
六
項
」
を
「
第
二
十
条
第
七
項
」
に
改
め
る
。

〔
略
〕

第
二
十
条
第
九
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
条
第
八
項
中
「
及
び
第
二
項
」

を
「
、
第
二
項
及
び
第
五
項
」
に
、
「
同
項
」
を
「
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項

を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
中
第
七
項
を
第
八
項
と
し
、
第
六
項
を
第
七
項

と
し
、
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

原
子
力
災
害
対
策
本
部
長
は
、
当
該
原
子
力
災
害
対
策
本
部
の
緊
急
事

態
応
急
対
策
実
施
区
域
及
び
原
子
力
災
害
事
後
対
策
実
施
区
域
に
お
け
る

緊
急
事
態
応
急
対
策
等
を
的
確
か
つ
迅
速
に
実
施
す
る
た
め
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
及
び
関
係
地
方
行
政
機
関
の
長
、

地
方
公
共
団
体
の
長
そ
の
他
の
執
行
機
関
、
指
定
公
共
機
関
及
び
指
定
地
方

公
共
機
関
、
原
子
力
事
業
者
並
び
に
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
資
料
又
は

情
報
の
提
供
、
意
見
の
表
明
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
。

〔
以
下
略
〕

（
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
の
一
部
改
正
）

（
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
五
条

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
第
九
項
中
「
第
二
十
条
第
六
項
」
を
「
第
二
十
条
第
七
項
」
に
、

「
第
二
十
条
第
七
項
」
を
「
第
二
十
条
第
八
項
」
に
改
め
る
。

〔
略
〕

第
二
十
条
第
十
項
を
同
条
第
十
一
項
と
し
、
同
条
第
九
項
中
「
、
第
三
項

及
び
第
五
項
」
を
「
、
第
三
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
を

同
条
第
十
項
と
し
、
同
条
中
第
八
項
を
第
九
項
と
し
、
第
七
項
を
第
八
項
と

し
、
第
六
項
を
第
七
項
と
し
、
第
五
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６

原
子
力
災
害
対
策
本
部
長
は
、
当
該
原
子
力
災
害
対
策
本
部
の
緊
急
事
態

応
急
対
策
実
施
区
域
に
お
け
る
緊
急
事
態
応
急
対
策
及
び
原
子
力
災
害
事

後
対
策
実
施
区
域
に
お
け
る
原
子
力
災
害
事
後
対
策
を
的
確
か
つ
迅
速
に

実
施
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
及
び

関
係
地
方
行
政
機
関
の
長
、
地
方
公
共
団
体
の
長
そ
の
他
の
執
行
機
関
、
指

定
公
共
機
関
及
び
指
定
地
方
公
共
機
関
、
原
子
力
事
業
者
並
び
に
そ
の
他
の

関
係
者
に
対
し
、
資
料
又
は
情
報
の
提
供
、
意
見
の
表
明
そ
の
他
必
要
な
協

力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

〔
以
下
略
〕

（
原
子
力
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
組
織
及
び
制
度
を
改
革
す
る
た
め
の
環



四

第
六
条

原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
一
条
第
二
号
中
「
第
四
十
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
四
十
二
条
第

二
項
第
二
号
の
項
の
」
を
「
第
四
十
条
第
三
項
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
」
に
、
「
同
表
第
四
十
二
条
第
二
項
第
二
号
」
を
「
同
表
第
四
十
二
条
第

三
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
五
十
四
条
の
う
ち
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
第
二
十
八
条
第

一
項
の
表
第
四
十
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
四
十
二
条
第
二
項
第
二
号
の
項

の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
第
一
項
の
表
第
四
十
条
第
三
項
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

第
四
十
一
条

防
災
基
本
計
画

防
災
基
本
計
画
、
原
子

力
災
害
対
策
指
針

第
四
十
二
条
第
一
項

防
災
基
本
計
画

防
災
基
本
計
画
及
び
原

子
力
災
害
対
策
指
針

附
則
第
五
十
四
条
の
う
ち
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
第
二
十
八
条
第

一
項
の
表
第
四
十
二
条
第
二
項
第
二
号
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改

正
規
定
中
「
第
四
十
二
条
第
二
項
第
二
号
」
を
「
第
四
十
二
条
第
三
項
」
に

改
め
る
。

境
省
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
六
条

原
子
力
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
組
織
及
び
制
度
を
改
革
す
る
た
め

の
環
境
省
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
十
二
条
の
う
ち
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の

表
第
四
十
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
四
十
二
条
第
二
項
第
二
号
の
項
の
改
正

規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
第
一
項
の
表
第
四
十
条
第
三
項
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

第
四
十
一
条

防
災
基
本
計
画

防
災
基
本
計
画
、
原
子

力
災
害
対
策
指
針

第
四
十
二
条
第
一
項

防
災
基
本
計
画

防
災
基
本
計
画
及
び
原

子
力
災
害
対
策
指
針

第
十
二
条
の
う
ち
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の

表
第
四
十
二
条
第
二
項
第
二
号
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定

中
「
第
四
十
二
条
第
二
項
第
二
号
」
を
「
第
四
十
二
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
一
条
第
二
号
中
「
第
四
十
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
四
十
二
条
第
二

項
第
二
号
の
項
の
」
を
「
第
四
十
条
第
三
項
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
」
に
、
「
同
表
第
四
十
二
条
第
二
項
第
二
号
」
を
「
同
表
第
四
十
二
条
第
三

項
」
に
改
め
る
。



五

（
調
整
規
定
）

第
七
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
が
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
の
施
行
の
日

前
で
あ
る
場
合
に
は
、
附
則
第
五
条
の
う
ち
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
原
子

力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
の
改
正
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
十
七
条
第
九

〔
略
〕

〔
略
〕

項
の
改
正
規
定

第
二
十
条
第
五
項
」
を

〔
略
〕

「
第
二
十
条
第
六
項
」

に
、
「
第
二
十
条
第
六
項

」
を
「
第
二
十
条
第
七

項

〔
略
〕

〔
略
〕

〔
略
〕

〔
略
〕

〔
略
〕

第
二
十
条
の
改

及
び
第
二
項
」
を
「
、

及
び
第
六
項
」
を
「
、

正
規
定

第
二
項
及
び
第
五
項
」

第
五
項
及
び
第
七
項

に
、
「
同
項
」
を
「
第
二

項及
び
原
子
力
災
害
事
後

に
お
け
る
緊
急
事
態
応

対
策
実
施
区
域
に
お
け

急
対
策

（
調
整
規
定
）

第
七
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
が
原
子
力
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
組
織
及

び
制
度
を
改
革
す
る
た
め
の
環
境
省
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

施
行
の
日
前
で
あ
る
場
合
に
は
、
附
則
第
五
条
の
う
ち
次
の
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
の
改
正
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る

字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
十
七
条
第
九

〔
略
〕

〔
略
〕

項
の
改
正
規
定

第
二
十
条
第
六
項
」
を

〔
略
〕

「
第
二
十
条
第
七
項
」

に
、
「
第
二
十
条
第
七
項

」
を
「
第
二
十
条
第
八

項

〔
略
〕

〔
略
〕

〔
略
〕

〔
略
〕

〔
略
〕

第
二
十
条
の
改

第
二
十
条
第
十
項
を
同

第
二
十
条
第
九
項
を
同

正
規
定

条
第
十
一
項
と
し
、
同

条
第
十
項
と
し
、
同
条

条
第
九
項
中
「
、
第
三

第
八
項
中
「
及
び
第
六

項
及
び
第
五
項
」
を
「

項
」
を
「
、
第
五
項
及

、
第
三
項
、
第
五
項
及

び
第
七
項
」
に
改
め
、

び
第
六
項
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
九
項
と



六

る
緊
急
事
態
応
急
対
策

等

〔
以
下
略
〕

〔
以
下
略
〕

〔
以
下
略
〕

同
項
を
同
条
第
十
項
と

し
、
同
条
中
第
七
項
を

し
、
同
条
中
第
八
項
を

第
八
項
と
し
、
第
六
項

第
九
項
と
し
、
第
七
項

を
第
七
項
と
し
、
第
五

を
第
八
項
と
し
、
第
六

項
を
第
六
項
と
し
、
第

項
を
第
七
項
と
し
、
第

四
項

五
項

６

原
子
力
災
害
対
策

５

原
子
力
災
害
対
策

本
部
長
は
、
当
該
原

本
部
長
は
、
当
該
原

子
力
災
害
対
策
本
部

子
力
災
害
対
策
本
部

の
緊
急
事
態
応
急
対

の
緊
急
事
態
応
急
対

策
実
施
区
域
に
お
け

策
実
施
区
域
に
お
け

る
緊
急
事
態
応
急
対

る
緊
急
事
態
応
急
対

策
及
び
原
子
力
災
害

策
を
的
確
か
つ
迅
速

事
後
対
策
実
施
区
域

に
実
施
す
る
た
め
必

に
お
け
る
原
子
力
災

要
が
あ
る
と
認
め
る

害
事
後
対
策
を
的
確

と
き
は
、
関
係
行
政

か
つ
迅
速
に
実
施
す

機
関
の
長
及
び
関
係

る
た
め
必
要
が
あ
る

地
方
行
政
機
関
の
長
、

と
認
め
る
と
き
は
、

地
方
公
共
団
体
の
長

関
係
行
政
機
関
の
長

そ
の
他
の
執
行
機
関
、

及
び
関
係
地
方
行
政

指
定
公
共
機
関
及
び



七

２

〔
略
〕

３

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
附
則
第
五
十
四

条
の
う
ち
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
の
改
正

規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

字
句
と
す
る
。

機
関
の
長
、
地
方
公

指
定
地
方
公
共
機
関
、

共
団
体
の
長
そ
の
他

原
子
力
事
業
者
並
び

の
執
行
機
関
、
指
定

に
そ
の
他
の
関
係
者

公
共
機
関
及
び
指
定

に
対
し
、
資
料
又
は

地
方
公
共
機
関
、
原

情
報
の
提
供
、
意
見

子
力
事
業
者
並
び
に

の
表
明
そ
の
他
必
要

そ
の
他
の
関
係
者
に

な
協
力
を
求
め
る
こ

対
し
、
資
料
又
は
情

と
が
で
き
る
。

報
の
提
供
、
意
見
の

表
明
そ
の
他
必
要
な

協
力
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
。

〔
以
下
略
〕

〔
以
下
略
〕

〔
以
下
略
〕

２

〔
略
〕

３

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
原
子
力
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
組
織
及
び

制
度
を
改
革
す
る
た
め
の
環
境
省
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
十

二
条
の
う
ち
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
の
改

正
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
字
句
と
す
る
。



八

第
十
七
条
第
八

第
二
十
条
第
六
項

第
二
十
条
第
七
項

項
の
改
正
規
定

第
十
八
条
の
改

〔
略
〕

〔
略
〕

正
規
定

〔
略
〕

〔
略
〕

〔
削
除
〕

〔
削
除
〕

〔
削
除
〕

〔
削
除
〕

〔
削
除
〕

〔
削
除
〕

〔
削
除
〕

〔
削
除
〕

〔
削
除
〕

第
十
七
条
第
八

第
二
十
条
第
五
項

第
二
十
条
第
六
項

項
の
改
正
規
定

第
二
十
条
第
六
項

第
二
十
条
第
七
項

第
二
十
条
第
七
項

第
二
十
条
第
八
項

第
十
八
条
の
改

〔
略
〕

〔
略
〕

正
規
定

〔
略
〕

〔
略
〕

第
二
十
条
の
改

同
条
第
九
項
を
同
条
第

同
条
第
十
項
を
同
条
第

正
規
定

十
項
と
し
、
同
条
第
八

十
一
項
と
し
、
同
条
第

項
中
「
第
六
項
」
を
「

九
項
中
「
第
七
項
」
を

第
五
項

「
第
六
項

同
条
第
九
項
と
し
、
同

同
条
第
十
項
と
し
、
同

条
第
七
項
を
同
条
第
八

条
第
八
項
を
同
条
第
九

項
と
し
、
同
条
第
六
項

項
と
し
、
同
条
第
七
項

を
削
り
、
同
条
第
五
項

を
削
り
、
同
条
第
六
項

同
条
第
六
項
と
し

同
条
第
七
項
と
し

７

原
子
力
災
害
対
策

８

原
子
力
災
害
対
策

本
部
長
は
、
原
子
力

本
部
長
は
、
原
子
力

災
害
事
後
対
策
の
実

災
害
事
後
対
策
の
実

施
状
況
に
応
じ
、
当

施
状
況
に
応
じ
、
当

該
原
子
力
災
害
対
策

該
原
子
力
災
害
対
策

本
部
に
係
る
原
子
力

本
部
に
係
る
原
子
力

緊
急
事
態
解
除
宣
言

緊
急
事
態
解
除
宣
言



九

〔
削
除
〕

〔
削
除
〕

第
二
十
条
第
五

第
二
十
条
第
五
項

第
二
十
条
第
五
項
中
「

項
の
改
正
規
定

緊
急
事
態
応
急
対
策
実

施
区
域
」
の
下
に
「
及

び
原
子
力
災
害
事
後
対

策
実
施
区
域
」
を
加
え
、

「
に
お
け
る
緊
急
事
態

に
お
い
て
公
示
さ
れ

に
お
い
て
公
示
さ
れ

た
第
十
五
条
第
四
項

た
第
十
五
条
第
四
項

各
号
に
掲
げ
る
事
項

各
号
に
掲
げ
る
事
項

に
つ
い
て
、
公
示
す

に
つ
い
て
、
公
示
す

る
こ
と
に
よ
り
変
更

る
こ
と
に
よ
り
変
更

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
条
第
四
項
の
次

第
二
十
条
第
五
項
中
「

に

に
お
け
る
緊
急
事
態
応

急
対
策
」
の
下
に
「
及

び
原
子
力
災
害
事
後
対

策
実
施
区
域
に
お
け
る

原
子
力
災
害
事
後
対
策

」
を
加
え
、
同
項
を
同

条
第
六
項
と
し
、
同
条

第
四
項
の
次
に

〔
新
設
〕

〔
新
設
〕

〔
新
設
〕



一

〇

応
急
対
策
」
を
「
に
お

け
る
緊
急
事
態
応
急
対

策
等
」
に
改
め
、
同
条

第
六
項

第
二
十
条
第
六

同
条
第
六
項

同
条
第
七
項

項
の
改
正
規
定

第
二
十
条
第
八

同
条
第
八
項
中
「
第
一

同
条
第
九
項
中
「
第
一

項
の
改
正
規
定

項
、
第
三
項
及
び
第
六

項
、
第
三
項
、
第
五
項

項
」
を
「
第
一
項
及
び

及
び
第
七
項
」
を
「
第

第
二
項

一
項
、
第
二
項
及
び
第

五
項

同
項

第
二
項

〔
以
下
略
〕

〔
以
下
略
〕

〔
以
下
略
〕

４

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
附
則
第
一
条
第

二
号
中
「
同
表
第
四
十
九
条
の
項
及
び
第
五
十
一
条
の
項
の
改
正
規
定
（
第

四
十
九
条
の
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
同
表
第
四
十
九
条

の
項
の
改
正
規
定
」
と
す
る
。

〔
新
設
〕

〔
新
設
〕

〔
新
設
〕

〔
新
設
〕

〔
新
設
〕

〔
新
設
〕

〔
新
設
〕

〔
新
設
〕

〔
以
下
略
〕

〔
以
下
略
〕

〔
以
下
略
〕

４

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
原
子
力
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
組
織
及
び

制
度
を
改
革
す
る
た
め
の
環
境
省
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則

第
一
条
第
二
号
中
「
同
表
第
四
十
九
条
の
項
及
び
第
五
十
一
条
の
項
の
改
正

規
定
（
第
四
十
九
条
の
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
同
表
第

四
十
九
条
の
項
の
改
正
規
定
」
と
す
る
。


